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『『『『 懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分のののの留意点留意点留意点留意点＋＋＋＋処分処分処分処分をををを下下下下すまでのすまでのすまでのすまでの流流流流れれれれ 』』』』
【【【【 留意点留意点留意点留意点 】】】】

①①①①罪刑法定主義罪刑法定主義罪刑法定主義罪刑法定主義→懲戒事由（秩序違反行為）と懲戒罰の種類はあらかじめ就業規則に規定

していなければならない

②②②②不遡及不遡及不遡及不遡及のののの原則原則原則原則→根拠となる規定が定められる前の秩序違反行為には懲戒処分が与えら

られない（不意打ちの禁止）

③③③③一事不再理一事不再理一事不再理一事不再理のののの原則原則原則原則 → 同一時期、同一の秩序違反行為について二重に処分してはならない

④④④④相当性相当性相当性相当性のののの原則原則原則原則→秩序違反行為に対するその懲戒処分は妥当であるか（重すぎないか）

⑤⑤⑤⑤平等取扱平等取扱平等取扱平等取扱いのいのいのいの原則原則原則原則→同じ秩序違反行為に対して過去も同程度の懲戒処分を下しているか

⑥⑥⑥⑥適正手続適正手続適正手続適正手続→懲戒処分を行うにあたって、事実確認や弁明機会等を設けているか

【【【【 処分処分処分処分をををを下下下下すまでのステップすまでのステップすまでのステップすまでのステップ 】】】】

上東事務所
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『事例』から学ぶ育児と労務管理のポイント『事例』から学ぶ育児と労務管理のポイント『事例』から学ぶ育児と労務管理のポイント『事例』から学ぶ育児と労務管理のポイント

ホームページもご覧ください

そうですね。第１１回（平成２６年１月号）でも少し触れましたが、会社が行う

懲戒処分については、刑罰を下す場合と同様の規制があります。
会社が行った懲戒処分が適切なステップ（順序）を行っていなかったために、
懲戒処分が無効、または新たな争いの火種とならないよう以下のようなステッ

プを意識して処分を下すようにしましょう！

先生、今回の事故についての懲戒処分を下すにあたり、どのような段取り、
ステップで行っていけばいいでしょうか？

第第第第1111５回５回５回５回 懲戒処分決定までの対応ステップ（順序）懲戒処分決定までの対応ステップ（順序）懲戒処分決定までの対応ステップ（順序）懲戒処分決定までの対応ステップ（順序）

②②②② 事実関係の調査事実関係の調査事実関係の調査事実関係の調査
→ 関係者（非違行為をしたとされる者、被害者等）へのヒアリング。

事実を裏付ける書類等の確認

③③③③ 懲戒処分の検討懲戒処分の検討懲戒処分の検討懲戒処分の検討
→ 就業規則上、どの懲戒事由に当たり得るか、懲戒の種類（程度）
としてはどれが妥当か、過去の処分事例などと併せて検討する。

④④④④ 就業規則所定の手続き就業規則所定の手続き就業規則所定の手続き就業規則所定の手続き

→ 就業規則に従い、弁明の機会を付与したり、懲罰委員会等での
審議の実施など。

⑤⑤⑤⑤ 懲戒処分の内容の決定懲戒処分の内容の決定懲戒処分の内容の決定懲戒処分の内容の決定

⑥⑥⑥⑥ 懲戒処分懲戒処分懲戒処分懲戒処分

①①①① 不祥事の発生不祥事の発生不祥事の発生不祥事の発生


